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産業経済委員会会議録 

平成１８年５月１８日（木） 

（開 会）  １０：０７ 

（閉 会）  １２：１６ 

○ 委員長   

 ただいまから産業経済委員会を開会いたします。 

「所管事務の調査について」を議題といたします。 

質疑は執行部の説明の後、行います。 

それでは、執行部の各課から所管事務についての説明をお願いいたします。 

○ 商工振興課長   

 お手元の産業経済委員会所管事務調査資料、経済部という資料をお願いいたします。 

２ページをお願いいたします。 

まず、商工振興課の所管事項の概要について御説明させていただきます。 

まずは、組織について説明いたします。 

商工振興課は本庁１４名の体制でございます。 

商工振興課は３つの大きな部門に分かれております。 

その一つが商工係、それから観光係を中心とします商工振興の係、それから企業誘致を専門に

担当します企業誘致の推進室、それから産学連携を中心に事業をしております産学連携室とい

うふうな格好になっております。 

それで、商工振興の課長補佐以下６名でございます。 

それから、企業誘致につきましては、企業誘致推進室長ほか２名、合計で３名ということでご

ざいます。 

それから、産学連携室、これにつきましては、室長１名を配置し、係として３名を配置し、合

計４名の体制でございます。 

以上、１４名の体制で事務を行っておるところでございます。 

また、支所につきましては経済係ということで、これは農林所管の方と一応併任というふうな

形の中で事務を行っておるところでございます。 

以下、各係の事務の内容を説明させていただきますが、主な業務については資料を添付してお

りまして、この説明も交えてさせていただきますので、ページが何回か前後することをどうぞ

よろしくお願いいたします。 

まずは、商工係でございます。 

ここに掲げておりますように、商工業の振興を中心に、融資、それから消費者の相談、消費生

活センターの相談と、１番から１６番までの業務を行っておるところでございます。 

このうち融資について説明をさせていただきますが、４ページをお願いいたします。 

この４ページは中小企業制度融資、年度別の融資状況でございます。 

平成１５年から１７年までの３カ年について掲載をさせていただいております。 

平成１７年度につきましては、ちょうど真ん中あたりでございますが、申し込みと貸し付けと

いうところがございますが、３件、１,９７０万円の申し込みに対し、２件、１,２２０万円の

貸し付けというふうな状況でございます。 

また、平成１５年でございますが、下の方でございます、災害特例融資資金というところがご

ざいますが、これは去る平成１５年の７・１９の大水害によりまして、この災害対策のために

緊急に貸し付けたものでございます。 

それから、右のページ、５ページでございます。 

この資料は飯塚市の消費生活センターの事業概要ということで掲載しておりますが、消費者の

いろんな苦情をこの消費生活センターの方で受けております。 
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昨年１年間で１,１１６件の相談があったというふうな状況でございます。 

特に最近、新聞紙上でもニュースとして騒がれております架空請求、それからインターネット、

携帯電話の不当請求、それから高齢者をターゲットにしました住宅リフォームの詐欺、それか

らサラ金被害と、このような相談の内容でございます。 

その総数が１,１１６件ということでございます。 

恐れ入りますが、また２ページの方にお戻りいただきたいと思います。 

事務分掌の一番下の方に米印で地域再生計画、ここ申しわけございません、e-ZUKA（いいづ

か）の後ろにトライバレーという言葉をつけ加えていただきたいと思います。 

地域再生計画、e-ZUKA トライバレー構想の実現に向けた雇用増大プランによる雇用の創出と

いうことで、最近、コールセンターを２件ほど誘致いたしまして、このコールセンター用の人

材をどうにか育成をしまして、地元雇用を何とか実現したいというふうな形の中で、国の地域

再生計画の認定を受けて地元雇用の実現に向けて取り組んでおるところでございます。 

次に、３ページでございます。 

観光係でございますが、１番から５番までの事務を挙げておるところで、観光開発から観光誘

致に関するいろんな施策に取り組んでおるところでございます。 

恐れ入りますが、資料の６ページをお願いいたします。 

新飯塚市におきましては、旧飯塚市と旧４町の分のいろんなイベントがこのように開催されて

おるところでございます。 

今後はこういうふうなイベントをより効果的に、効率的に調整を行っていく必要があるという

ふうに考えておるところでございます。 

それから、７ページでございますが、この観光に関しまして、いろんな観光スポットというこ

とで、新市全体のスポット一覧ということで掲載しております。 

このような観光スポットをもとに、先ほど申しましたように、観光イベントをさらに盛り上げ

ていきたいというふうに考えておるところでございます。 

それからまた、恐れ入ります、３ページの方にお願いいたします。 

この観光につきましては、下の方にまた米印を振っておりますが、都市再生整備計画に基づく

近代歴史文化的建築物を保存・活用した観光交流拠点の創造ということで、これもまた国の認

定を受けておるところでございますが、これは具体的には幸袋の方に旧伊藤伝右衛門邸という

ものがございます。 

これは近代和風建築の粋を凝らした建物でございまして、重要文化財になるような施設でござ

いますが、ここを観光交流の拠点として活用して、この観光をもとに地域の活性化を進めてい

きたいというふうな計画でございます。 

それから、企業誘致推進室でございます。 

ここは市内にございます各種の工業団地に企業誘致を進めてまいりたいというふうに取り組ん

でおるところでございます。 

資料の８ページをお願いいたします。 

この８ページは市内にございます工業団地の一覧でございます。 

現在のところ飯塚では、一番上でございますが、飯塚リサーチパークに２.５ヘクタールの分

譲可能面積がございます。 

それから、下の方でございますが、頴田町の方に明治、小藤、それから松尾工業団地という

３つの団地がございまして、ここが現在のところ分譲可能の場所ということで、合計では

１２.４ヘクタールというふうなことになっております。 

なお、松尾工業団地につきましては、県が造成しました団地でございます。 

県とともに誘致活動にかかっておるところでございます。 

再度また恐れ入ります、資料の３ページの方にお戻りいただきたいと思います。 
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産学連携室ということで、１番から９番までの項目を挙げさせていただいております。 

この産学連携と申しますのは、市内にございます２つの大学、それから飯塚研究開発センター、

福岡ソフトウェアセンター、こういった産業支援施設がございますが、この２つの大学の資源

とこういう産業支援施設を使って地域の企業さんの活性化に結びつけたいといった取り組みを

しておるところでございますが、３ページの右の方でございます、米印でトライバレー構想と

いうことで米印をつけておりますが、これは、今申しました産学官連携、それからベンチャー

支援、それから人材育成、企業誘致・案件創出と、こういった４つの柱を立てまして地域の活

性化をより進めていきたいというふうな構想でございます。 

それから、その下でございますが、飯塚アジアＩＴ特区というのがございます。 

これは構造改革特区法に基づきまして、外国人の研究者、それから情報処理技術者を飯塚市の

方に受け入れるというふうな特区制度でございます。 

それで、いろいろ追加とか変更の申請がございますが、今年の３月、飯塚市内で研修を受けま

すと、国家試験で、初級でございますけど、初級の国家試験の午前中の試験が免除になるとい

うふうな特区も受けておるところでございます。 

それから、産業支援機関、先ほど申しましたが、飯塚研究開発センター、それから福岡ソフト

ウェアセンターということでございますが、これにつきましては、資料の９ページをお願いい

たします。 

この９ページに九州工業大学を中心として、今申しました福岡県立飯塚研究開発センター、そ

れから福岡ソフトウェアセンターという配置図を添付させていただいておるところでございま

す。 

それから、この福岡ソフトウェアセンターの斜め上でございますが、飯塚トライバレーセン

ターというのがございますが、これはベンチャー企業さんがここで試験研究にいそしんでいる

施設でございます。 

以上で商工振興課の事務の説明ということでさせていただきますが、なお支所関係につきまし

ては、経済課の経済係、各支所の経済課経済係に農林課所管の事務と併任ということでござい

ますので、農林課の説明の中で行わせていただきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○ 農林課長   

 調査資料により農林課の概要について御説明申し上げます。 

１１ページをお願いします。 

まず、農林課の組織でありますが、３係１事務所で構成しております。 

３係につきましては、農政係、農産係、農業土木係、１事務所では市場管理事務所であります。 

なお、市場管理事務所につきましては、平成１７年度までは商工振興課に所属しておりました

が、機構改革により平成１８年度より農林課に所属がえとなっております。 

続きまして、農林課職員の配置状況について御説明申し上げます。 

農林課職員は計２７名であります。 

内訳につきましては、課長１人、課長補佐２名、１名は市場管理事務所長であります。 

農政係は係長を含めて６名、農産係は係長を含めまして６名、農業土木では係長、職員６名、

嘱託職員２名、臨時職員１名の計１０名であります。 

市場管理事務所におきましては嘱託職員１名を含めまして２名の、農林課職員計２７名で業務

を遂行しているところであります。 

各係の業務内容につきましては、ページ１０ページから１１ページに各係の主だった業務を掲

載しておりますので、お目通しをお願いいたします。 

続きまして、１２ページをお願いします。 

１２ページからは農林課における主な業務について御説明申し上げます。 
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農業振興の基本方針についてですが、この項で述べてますように、飯塚市の農業は農業就業人

口の減少化が激しく、厳しい環境に置かれております。 

担い手農家を育成し、経営規模の拡大を図り、農業生産品の供給、価格の安定確保が大事な課

題となってきております。 

今後につきましては、農業農村整備事業による国庫、県補助事業等を有効に活用し、農業基盤

の整備を図っていくことだと考えております。 

飯塚市の農業ということで、米の生産調整の説明をいたします。 

生産調整につきましては、平成１６年度より米の作付面積を制限する方法から、生産量を規制

することに変わってきております。 

平成１７年度実績で生産調整達成状況では、ページ１２ページに網羅しておりますように、ほ

ぼ達成しているところであります。 

続きまして、２番の方をお願いいたします。 

農業振興地域整備計画についてですが、農地の保全のために有効なる利用計画を立てた上で農

政を図り、業務を進めたいと考えております。 

また、現在は農業振興の見直しがほぼ１０年周期で行われており、旧飯塚市では平成１７年度

に見直しを図ったばかりでございます。 

合併によって１市４町の統一を図るためにも、今後におきましては見直し時期の検討をしなけ

ればならないと認識しております。 

次に、１３ページをお願いします。 

久保白ダム土地改良かんがい用水の説明をいたします。 

このダムは、受益面積１,１６６ヘクタールの、飯塚市民にとっては上水道同様、農業用ダム

として最も重要な施設であります。 

用水管路延長は旧穂波町久保白より飯塚市庄司までの延長約１２キロに及び、また敷設年度で

は昭和３９年以来の埋設物でありますので、老朽化も進み、先週も試験通水の折、送水管より

大量の漏水もあり、現在、修理中の箇所もあります。 

こういった状況も今後多々発生すると考えられますので、管理面において担当課としても苦慮

しているところであります。 

続きまして、圃場（ほじょう）整備事業状況についてですが、現在、事業実施箇所では旧頴田

町の鹿毛馬地区において平成１９年度完成を目指して事業を推進しているところであります。 

また、計画では旧筑穂町上穂波地区で平成２０年度着工を目指し、現地調査設計、地元土地改

良区設立に向けて調整中であります。 

続きまして、５表をお願いします。 

５表では主要作物の作付面積を、ページ１４ページお願いします。 

１４ページでは平成１６年度末現在の畜産農家戸数を網羅しております。 

続きまして、森林、林業の振興ということで御説明申し上げます。 

森林整備計画は、平成１４年度から平成２４年度の期間で旧１市４町での計画があります。 

この計画は、平成１９年度が見直しとなっていることから、嘉飯山森林組合と協議しながら森

林施業計画とあわせて策定し、森林整備を実施していく予定であります。 

右の表の方には森林面積を、２表の方には林道路線名と延長距離、位置等を掲載しております。 

見てわかりますように、林道の幅でも大型トラックが離合できるような幅員７メーターの道路

もありますけど、左、１５ページの下から４行目の大西線の、人しか歩けない幅２メーターの

幅員の道路もあります。 

続きまして、農業集落排水事業について御説明申し上げます。 

この事業は、平成９年事業着手以来、完成は平成１４年３月３１日に完成し、総延長

４,７２４メーターのし尿及び生活雑排水処理施設であります。 
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設置場所は内野地区ＪＲ内野駅前の住宅密集地であります。 

加入対象戸数１７９戸、１７年度末現在５７％の加入率であり、支所に対し、未加入者の加入

促進を図るように指示しているところであります。 

次に、農業土木の説明をいたします。 

ページには網羅しておりません。 

主な事業は、今年度井堰の補修を３カ所、ため池測量護岸工事を３カ所、また災害復旧関係に

おいて淀川サイフォン改修基本計画等を予定しております。 

最後に、１６ページをお願いします。 

市場管理事務所ですが、当事務所は４５年開場以来、嘉飯山住民の生活に欠くことのできない

生鮮食料品や花卉類の流通供給を図るために事業を行っております。 

また、青果につきましては、平成１３年の４月に飯塚、田川、直方の３市場が統合し、筑豊地

区の青果市場が一本化になりました。 

なお、商工振興課長が先ほど説明しましたように、各支所の経済課の業務につきましては、本

所同等の業務を行っており、国、農林省、農政局、県農政部等より調査、報告等の手続につき

ましては、支所より本庁で取りまとめて報告している状況であります。 

以上、簡単ですが、農林課所管の概要について説明を終わります。 

○ 農業委員会事務局長   

 飯塚市農業委員会の事務の概要について御説明申し上げます。 

１９ページの方をお開き願います。 

飯塚市農業委員会の構成でございますが、農業委員につきましては現在７５名。 

選挙委員が６８人、選任委員が議会推薦から４名、農業協同組合から１人、農業共済組合から

１人、土地改良区から１人、計の７５人となっております。 

恐れ入りますが、２１ページの方の資料をお開き願いたいと思います。 

現在、第一選挙区、第二選挙区ということで、飯塚、頴田、庄内が第一選挙区、第二選挙区に

つきましては筑穂、穂波と、分かれております。 

現在の合併特例によります任期が切れます来年３月２５日までが７５名、それ以降になります

と、第一選挙区が１５名、第二選挙区が１５名、選任委員が７名の計３７名となります。 

恐れ入ります、前に戻っていただきまして、事務局の状況を御説明申し上げます。 

本庁７名、各支所、経済課に農業委員会分室を兼任で置いております。 

なお、所管事務でございますが、農業委員会等の法律によりまして農業委員会におきましては、

農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するとなっておりま

す。 

それに基づきまして、農地法、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、（１）から（５）ま

での事務を行っておるところでございます。 

なお、懸案事項につきましては、内住地区の産業廃棄物の処分場、これは農業用水の影響が考

えられております。 

２番目の高田地区の産業廃棄物不法投棄、これは農地へ産廃が不法投棄されております。 

また、農業用水への影響なども考えられております。 

なお、分室の事務事業につきましては、農地法に関します受付事務あるいは相談業務といった

ことを行っております。 

２０ページの方をお願いいたします。 

なお、農地の異動状況といたしまして、そこに表を記載いたしております。 

こういった１市４町の合計の数字を１５年、１６年、１７年と記載いたしております。 

このようなことが主な農業委員会の業務の数量でございます。 

なお、４番目に農業者年金として農業者年金の加入状況、受給状況を記載いたしております。 
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これは１市４町の合計の数字を記載いたしております。 

なお、恐れ入りますが、合計の方で、右側の合計の欄でございますが、４７９、５０３、

５０５となっておりますのが、上の段から４８０、５０４、５０６が正しい数字でございます

ので、恐れ入りますが、訂正方をよろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○ 事業管理課長   

 それでは、公営競技事業部の所管事務につきまして御説明をさせていただきます。 

別紙に資料で公営競技事業部と記載の書類でございます。 

まず、前置きとして、申しわけございませんが、このオートレース事業は昭和２５年に小型自

動車競走法が施行され、同年１０月に船橋で初めて誕生いたしました。 

その後、各地でオートレースが誕生する中、飯塚オートは石炭産業後の振興策として昭和

３２年２月２２日に開設し、初めはダート走路、砂走路でございますけれども、ダート走路で

開催されました。 

舗装走路にして現在の場所に開設しましたのは昭和４２年１０月６日でございます。 

石炭景気もピークを過ぎた昭和３５年ごろから今日までに飯塚オートが果たしてきた役割は、

税外収入と雇用で非常に大きなものがございました。 

この間、平成９年までにおける一般会計への繰り出しは、昭和５５年度の３０億７,０００万

円をピークに、合計で５８７億４,６００万円となっており、この間の社会基盤整備に非常に

大きな役割を果たしてきたところでございます。 

しかしながら、長引く景気の低迷とレジャーの多様化などにより、平成１０年度からは繰り出

し金を捻出できない状況に陥り、平成１４年度から単年度収支の赤字が続いており、累積赤字

が平成１６年度までに６億１,３００万円になっております。 

この状況は飯塚オートに限らず全国の公営競技場でも減収が続いていることから、オートレー

ス業界では平成１７年度から収益の上がらない本場開催を減らし、収益の上がる場間・場外発

売を大幅にふやし収支のバランスをとっていく、また選手賞金を下げる、競走会を統合するな

どの大きな構造改革を実施しております。 

こういうふうな状況の中、飯塚オートでは従事員賃金の削減、各種委託料の見直し等を行い、

売り上げ減少に対応してまいりましたが、残念ながら収益を上げるまでには至っておりません。 

平成１８年度からは、後で御報告申し上げますが、事業収支改善計画を経済産業省に提出し、

３年間、日本小型自動車振興会に対する交付金の交付期限を延長し、この間でこの交付金を使

い事業の立て直しを図りたいと考えております。 

今後とも事業の収支の改善に向け職員一丸となって取り組んでいかなければならないと考えて

おります。 

それでは、公営競技事業部事業管理課所管にかかわります事項について御説明を申し上げます。 

まず、資料の１ページをお願いいたします。 

事業管理課の機構でございますが、公営競技事業部は１部１課２係で構成されておりまして、

部長以下、嘱託職員を含めまして２５名の職員で事務に従事いたしております。 

なお、そのほかにオートレース臨時従事員といたしまして２８４名が携わっております。 

事務事業の概要でございますが、平成１８年度につきましては、通常開催をグレードレースで

ありますＳＧ、５日、Ｇ１、１０日、Ｇ２、１０日を含め８８日間場外発売を、リレーナイ

ター３４日を含め２５６日の、合計３４４日実施する予定でございます。 

この間には各種委託業務の見直し、従事員の出勤調整を行い、経費の削減を実施するとともに、

新たなオートレースファンの獲得のため、Ｇ１ダイヤモンドレース及びＳＧオートレースグラ

ンプリをナイターで行い、Ｇ２ジュニア選手権及びＧ１開設５０周年記念レースを開催し、い

ずれも全国５場で場外発売を実施する予定でございます。 
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また、勝車投票券の購入方法として、電話投票に加えまして i モードなどインターネットによ

る投票も日動振等の協力を得ながら会員の増加促進を図り、売り上げ増を図ってまいりたいと

考えております。 

２ページをお願いいたします。 

このページはオートレース施行者の開催業務人員配置表を掲げております。 

内容につきましては省略させていただきます。 

３ページをお願いいたします。 

このページは飯塚オートレース場施設概要を掲げております。 

この施設のうち売店及び食堂につきましては、飯塚市社会福祉協議会に貸与いたしております。 

また、選手宿舎及び競走車保管場の管理運営については、西日本小型自動車競走会に委託いた

しております。 

内容の説明は省略させていただきます。 

４ページをお願いいたします。 

このページには飯塚オートレース場配置図を掲げております。 

内容の説明は省略をさせていただきます。 

５ページをお願いいたします。 

このページには飯塚オートレースの各年度売り上げ及び入場者等比較表を掲げております。 

表の形式は左側から年度、売上金額、入場者、１日平均売上額、１日平均入場者及び一般会計

繰り出し金の順に記載いたしております。 

内容の説明は省略させていただきます。 

６ページをお願いいたします。 

このページには飯塚オートレースの平成１６年度、１７年度売り上げ及び入場者比較表を掲げ

ております。 

表の形式は左側から開催回、売上額、１７年度実績と予算及び１７年度実績、１６年度実績と

の比較、右側半分にも同様に入場者数とその比較を記載いたしております。 

この件につきましては、後ほど報告事項でも報告をさせていただきたいと考えております。 

内容の説明は省略させていただきます。 

以上で、簡単ですが、公営競技事業部事業管理課の所管事務の御説明を終わります。 

○ 委員長   

 説明が終わりましたので、まず経済部及び農業委員会についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

○ 宮嶋委員   

 よろしくお願いします。 

日本共産党の宮嶋つや子でございます。 

まず、市内の中小業者の事業所数の推移、ここ数年の変化の特徴、これをお願いいたします。 

○ 商工振興課長   

 商業統計によりますと、平成１４年と平成１６年ということで比較をさせていただきます。 

旧飯塚と旧４町がございますが、合計の数字で比較をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

平成１４年、事業所数は、小売業でございますが、１,８０８件ございました。 

それが平成１６年には１,７１４と、約１００件減少いたしておるところでございます。 

また、この小売業に関しまして従業員でございますけれども、平成１４年に１万２３７人の従

業員がいたということでございますが、平成１６年にはこれが９,９５０人というふうに減少

いたしておるところでございます。 

この減少の主な原因ということでございますが、これにつきましては、多分に大型店舗の出店
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というふうな状況もあろうかと思います。 

また、先ほども資料の中で説明させていただきましたけれども、どうしてもこの小売業の経営

者の方々の少子高齢化という問題も、これあわせて含んでいると、そのように分析をしている

ところでございます。 

以上でございます。 

○ 宮嶋委員   

 なかなか経営が中小企業の方は難しいという状況になっているようです。 

それで、次に２ページ、１で調査及び指導育成というふうに書いてありますけれども、これは

どのようなことをされているのか、簡潔に説明をお願いいたします。 

○ 商工振興課長   

 これは旧飯塚市でございますけれども、商工会議所と連携をとりながら商工業の振興という

ことに努めておるところでございますが、例えば、いろんなイベントあたりございますが、こ

れにつきまして販促の会議にうちの方が出てみたり、それから商店街の声をじかに聞きながら

いろんな施策に取り組んでおると、そういうところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 では、役所の方から商店街の皆さんの声とか、そういうのをきちっと把握されているという

ことですね。 

次に、今どこもそうなんですけど、中心商店街を初め各地の商店街で廃業などによりシャッ

ターをおろした店が大変目立ちますが、なぜ店を閉められたのか、その後、新規開業など準備

されているのかどうか、そういう状況を把握されておりますでしょうか。 

○ 商工振興課長   

 市内の旧飯塚でございますが、空き店舗の状況ということでございますが、平成１８年度調

査いたしましたところ、今のところ１８.４％のお店が閉まっているというふうな状況でござ

います。 

この原因といたしましては、先ほど申しましたように、やはり経営者の高齢化、それから少子

化という問題もあわせて、そのような問題が非常に大きいかと思います。 

それで、この空き店舗対策として、市の方では商店街と一緒になりまして空き店舗に入居する

方々の家賃補助を行ってみたり、それからテナントミックスと申しますか、空き店舗を利用し

て新しいお店を構えるといったことなどなど取り組んでおるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 空き店舗対策として、空き店舗があるところに入る方には何か優遇とか援助とか、そういう

ことは考えられているんですか。 

○ 商工振興課長   

 これを商工会議所と一緒になりまして、空き店舗にもしも入っていただけるということであ

れば、家賃補助等の助成を行っておるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 それは中心商店街だけのことですよね。 

○ 商工振興課長   

 そのとおりでございます。 

○ 宮嶋委員   

 新しい方がせっかくあるお店を活用しようということで新しい方が仕事をされるということ

では、そういう家賃援助などがあるということですけれども、やむにやまれず廃業されている

方、高齢化だけじゃないと思うんですけれども、そういう本当は商売やりたいけれど、できな

いんだという方々に対する援助、その辺は何かありますか。 

○ 商工振興課長   
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 今、御質問の具体的な対応ということでありますが、今のところでは現実的には融資制度あ

たりの活用が一番適当なものかというふうには考えておるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 ぜひその方々、御相談に来られれば相談を受けますよという形かもしれませんけれども、ぜ

ひその辺の内容をきちっと把握されて対応をきちっとお願いしたいというふうに思います。 

まちづくりは、人がいて暮らしがあって、そして成り立つものです。 

中小業者や消費者の声をよく聞くということが大事だと思いますが、今そういう答弁ですけれ

ども、そういうことの手だてとしてそういう相談窓口みたいなのはつくってありますか。 

○ 商工振興課長   

 商工会議所の方でそういう相談の方には応じておるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 商工会議所にこれは市が依頼して行っているんですか。 

この辺の連携はどういうふうになってますか。 

○ 経済部長   

 商業者の指導育成等につきましては、先ほどから商工振興課長が答弁いたしておりますよう

に、商工会議所と連携しながら、また商店街連合会と連携しながら、相談等につきましても、

どちらでも受けられるような制度をつくっておりますので、何かありましたら、市役所でも商

工会議所でも結構ですので、今後、旧４町にございます商工会とも連携しながら、経営指導相

談員もございますので、そういう方々と連携をとりながら努めてまいりたいと考えております。 

○ 宮嶋委員   

 市役所でも相談を受け付けられるということですね。 

商工会の窓口というのは、商工会に入ってない方、もうやめられた方っていうのは、やっぱり

行けるような姿勢になっているんですかね。 

○ 経済部長   

 旧４町の商工会の内容をまだ詳しく我々、把握しておりません。 

それで、今後商工会と、４つの商工会と、５月中に総会もございますので、出席しながら商工

会の内容についても把握しながら対応してまいりたいと考えております。 

また、融資につきましては、私の方に職員がございますので、何なりと相談に来ていただくの

は結構でございますので、何かありましたら相談にお見えになるように委員の方からも御指導

をお願いしたいと考えております。 

○ 宮嶋委員   

 それでは、市役所の方には中小企業者のための緊急相談窓口、そういう感じのものが置いて

あるということですかね。 

○ 商工振興課長   

 この融資に関しまして担当の職員を配置いたしておりますので、いつでもおいでいただけま

す。 

その相談には応じることはできます。 

○ 宮嶋委員   

 同じく７番で中小企業融資についてお尋ねしますけれども、４ページの災害特例融資資金、

これ先ほど言われましたように、７月１９日水害のときのものですけれども、３９２件、

３１億円以上という大きな金額の貸し付けが行われています。 

被災された業者の方は大変助かってあるのではないかと思いますけれども、この制度をつくっ

た経緯、それから使いやすくするために改善された点、この点についてお伺いいたします。 

○ 経済部長   

 ７・１９大水害の際には市の中心商店街が壊滅的な打撃を受けまして、銀行、それから保証
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協会と相談いたしまして、早急に復興に取りかかっていただきたいということから低利な融資

を行っております。 

通常制度融資につきましては１.５％の利息というんですか、率がかかるんですけど、本人が

０.５％、市が０.５％、金融機関に０.５％負担していただくということで、実際には金融機

関には市の分とあわせて１％利息がついておりますけど、借り主の方については０.５％とい

うことで、保証料率も下げましてやっております。 

それから、このときには通常の融資、それまでは国保税の完納とか、そういう制度がございま

したけど、市税の中でも国保税は外すということで、いち早く商業者の方に復興していただき

たいということで、従来の制度よりも緩和して貸し付けを行っております。 

○ 宮嶋委員   

 納税証明書を添付という義務づけを外されたということで、それで本当にこのときは業者の

方が、たくさんの方が大変助かった、そういう声を本当に聞きました。 

この融資の実績の全体について、この４ページの資料を見ると、申し込み、貸し付けともに大

幅に減少していまして、本当昨年に至っては貸し付けが２件しかない、そういう状況になって

いるようなんですが、この原因をお尋ねいたします。 

○ 商工振興課長   

 確定的な話ではございませんが、昨今、景気の回復が徐々に進んできているというふうなこ

とも、この状況に反映されているのではないかというふうには考えておるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 何かちょっとおかしいような気がするんですけどね。 

さっきは商店街が随分閉められてて、高齢化のために商店の閉まっているところが多いと。 

そういう状況で、なかなか経営にとっては大変な状況にあると言いながら、景気が回復してい

るから貸し付けが減ったんだと、そういうことですかね。 

商売やめる方が多いからじゃないか、そういうことも考えられないんですか。 

○ 商工振興課長   

 そのように確定的な話ではないのではないかというふうに私は考えておるんですけれども。 

確かに少子高齢化の影響を受けて経営者の方々は高齢になりました。 

それがゆえに、先ほど申しましたように、商業統計あたりでも徐々にその数字が下がっている

という状況は否めない事実でございますけれども、これが融資と即結びつくといった中で、原

因をこれだと特定するのは非常に難しいかというふうには考えておるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 じゃ、先ほどの災害特例融資資金以外にこの納税証明書とか、そういうものが要らないとい

うのがありますか。 

○ 商工振興課長   

 現在のところはございません。 

○ 宮嶋委員   

 水害の融資については、納税証明書が不要だったということで、金利も低かったということ

もありますけれども、たくさんの皆さんが利用できたというふうに先ほど説明がありました。 

このほかの資金についてもね、納税証明書の添付などの義務づけが緩和されれば、もっとたく

さんの方が、本当は申し込みたいけれども、そういういろんな状況があって申し込めないとい

う、そういう方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがで

しょうか。 

○ 経済部長   

 確かに納税証明書等がなければ借りやすいという問題もございますかもしれませんけど、あ

くまでもこの制度融資につきましては税金でお金を貸しているというところもございます。 
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そういうことから、税金は払っていただきたいということで今やっております。 

ただ、同じ制度の中でも保証人とか担保とかいう問題もございます。 

これにつきましても、今年度、借りやすくするために保証人制度を外したらどうかというよう

なことで、現在検討はさせていただいております。 

○ 宮嶋委員   

 税金でするから税金を払ってない人はだめですと言われますけど、税金が払える状況じゃな

いからお金が借りたいんですよね。 

そこら辺のところもしっかり考えていただきたいなというふうに思います。 

先ほどの災害特例融資資金に戻りますけれども、この間、融資を受けられた方から大変返済に

苦労されていると、３年目になりましてね、いう話を聞いていますが、市の方ではこういう実

情を幾つか把握されておりますか。 

○ 商工振興課長   

 現在のこの返済の状況でございますが、確かに４０６件の貸し付けを行いまして、この貸し

付け方法によりまして、いろんな返済方法がございます。 

例えば据え置きを半年するとか、１年するとか、そのような中で、現在ちょうど返済期間中に

当たっておるんでございますが、現在のところ、皆無ではございませんけれども、返済できな

いと申される方は非常に少ない状況でございます。 

それで、もしもそういうふうな状況になりますと、ぜひ市役所ないし、この信用保証協会の方

にともに行ってもよろしいですけど、例えば返済期間、全体の返済期間はこれは変更はできま

せんけれども、その返済の内容を変更する等、返済者の少しでも負担にならないような手助け

をさせていただくことについては、現在でも対応させていただいておるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 形の上では返済を苦労してされています。 

最終的にはいわゆる町金とかサラ金と言いますような利子の高いものから借りて、何とか返し

ているという方が本当、何人かお聞きしましたけど、そういう状況もあるんですよね。 

だから、払ってあるから皆さん楽になって払ってあるんじゃないということをしっかり肝に銘

じていただいて、借りてある方の実情把握、こういう問題もきちっとやっていただきたいとい

うふうに思います。 

それから、市長のマニフェストの中にも融資制度の積極的運営と、迅速に借りやすい融資制度

というふうなことも上げられております。 

ちょっと期間が短いんであれなんですが、このことに関して具体化というか、そういう検討が

始まっていましたら、教えていただきたいんですが。 

○ 経済部長   

 先ほども答弁の中で言わせていただきましたけど、保証人制度の問題とか担保の問題とか、

そういうことを外せば借りやすくなって、また支所でも受け付けはさせていただきますけど、

これもその日のうちに商工振興の方に書類を回していただいて、早く保証協会の方に提出する

というような形で検討は行っております。 

○ 宮嶋委員   

 ぜひ中小企業者というか、市民の立場に立ったきめ細かな支援をお願いいたしまして、次に

進みます。 

中心商店街の振興対策についてですが、どんなことが今されておりますか。 

○ 商工振興課長   

 中心商店街の振興ということで、先ほども説明させていただきましたけど、空き店舗対策事

業、それからＴＭＯ事業と申しますが、これは中心市街地を一つの大きなショッピングモール

と見立てて、そこで商工会議所の方でございますが、ここがＴＭＯとなりまして、いろんな事
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業を市と共同で進めておるところでございます。 

それで、具体的には商店街の振興ということで、チャレンジショップ、これは空き店舗対策で

ございますが、それから商店街マップをつくってみたり、それから各種イベントの支援を行っ

てみたりしているところでございます。 

また、こういったソフト事業とあわせまして、例えばアーケードを改修してみたり、歩道を改

修してみたり、そういうふうな事業も取り組んでおるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 すみません、さっきＴＭＯとおっしゃったんですかね、すみません、これちょっと教えてく

ださい。 

○ 商工振興課長   

 ＴＭＯと申しますのは、タウン・マネジメント・オーガナイゼーション、この略でございま

す。 

ですから、商店街個々で対応するのが非常に難しい状況になっております。 

そういった意味で、中心商店街の地域を決めまして、そこを一つのショッピングモールだとい

うふうな考え方の中で事業を進めていこうというふうな形でございます。 

それで、現在このＴＭＯには商工会議所がなっております。 

○ 宮嶋委員   

 本町商店街に旧・大丸ビルというのがあって、もう長いことシャッターがおりていると思い

ますが、この間の経過を教えてください。 

○ 商工振興課長   

 旧飯塚大丸について説明させていただきます。 

昭和４９年１０月でございますが、最初、服飾関係の小売店として開業されました。 

それから、平成１１年でございますが、１１年１０月に一応倒産というふうな形になりました。 

それから、競売等の開始が始まったわけでございますけれども、平成１４年には地元の本町の

商店街や商工会議所と協議して、商店街等活性化事業という国の事業の採択を受けまして、大

丸の表玄関の方でございますけれども、ここを恵比須広場として改造した。 

それから、平成１６年には、今日も傍聴に入られておりますが、川上議員から大丸等の空き店

舗対策についていろんな質問もあったというふうな状況でございます。 

その後、この大丸の再建等に関しましては、平成１７年から債権者が西日本シティ銀行飯塚支

店、それから飯塚本町支店、このような担当でございますが、市役所に行ったり、私どもが銀

行の方に出向いたりいたしまして、この大丸跡地の利活用について協議を行っておるところで

ございます。 

大体がそのような状況でございます。 

○ 宮嶋委員   

 それで、このビルの機械室には大量のアスベストが吹きつけてあって、一部は崩落していま

すし、また屋上の壁面が、コンクリート片がアーケードの屋根に落ちている状況というふうに

聞いております。 

これを市は把握してあると思いますが、これは間違いありませんね。 

○ 商工振興課長   

 そのとおりでございます。 

○ 宮嶋委員   

 いろんな防災上の問題とかいろいろありますけれども、アスベストの問題、これがやっぱり

大きな問題じゃないかなというふうに思いますし、やっぱりあれだけの大きな空き店舗があそ

こにあるということがやっぱり防災上でも、商店街の振興の観点からも考えられます。 

この債権者の西日本シティ銀行の社会的責任を求めることを含めて、この対策が急がれている
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と思いますが、梶原部長さんにその辺の御所感をお伺いいたします。 

○ 経済部長   

 先ほど商工振興課長が答弁いたしましたように、西日本シティ銀行とはたびたび接触はさせ

ていただいております。 

先ほど言われましたように、アスベストが大量にあって崩落している現場、それから屋上から

アーケードの方に少し擁壁が崩落していると、そういう現場も確認に行っております。 

ただ、西日本シティ銀行と折衝する中で、アスベストの除去につきましても、こちらの方であ

る事業者さんにちょっと頼みまして入っていただいて、無償で見積もりを出していただきまし

た。 

多額な金額で、５,０００万円とも７,０００万円ともかかるような金額で、シティ銀行の方に

相談に行きましたけど、競売にかけてる金額以上の金額なもので、到底自分のところでできな

いというようなことから、申しわけありませんが、現在そのままになっているような状況でご

ざいます。 

ただ、本町商店街の方で若干管理をしていただきまして、台風時に上のクーリングタワーあた

りが倒れないように針金で留めたりとか、そういう応急的な措置は地元で同じ商店街の中にご

ざいますので、そういうことで本町商店街の方に御協力いただきながら現在やっているという

ような状況でございます。 

○ 宮嶋委員   

 特にやっぱりアスベストの問題は、ここだけじゃないかもしれませんし、大変な問題だと思

いますので、ぜひ住民に被害が出ないように早急に対策をお願いしたいというふうに思います。 

これで商工振興に関しての質問は終わりますが、続けてよろしいでしょうか。 

○ 委員長   

 はい、どうぞ。 

○ 宮嶋委員   

 観光係、商工振興に入るんですね、ごめんなさい。 

観光係の方の質問ですが、３ページの伊藤伝右衛門邸を観光拠点とした地域の活性化というふ

うに、先ほど御報告もありましたが、簡単にというか、概要、どういう計画なのか教えてくだ

さい。 

○ 商工振興課長   

 この都市再生整備計画に基づく近代歴史文化的建築物を保存し活用した観光交流拠点の創造

ということで、この地域再生整備計画を国の方に出しておるところでございます。 

これは旧伊藤伝右衛門邸を買い取り、そして一般公開ができるように補修を行い、ただ、この

補修につきましては、この伊藤伝右衛門邸が重要文化財になる可能性が非常に高いといった中

で、通常の補修ではちょっと難しいところがあるんですけれども、そういった中でこの文化財

としての要素は残しつつ補修をするといった事業でございまして、これとあわせまして周辺の

道路であるとか駐車場であるとか、こういう整備をともに行おうとするものでございます。 

○ 宮嶋委員   

 大体予算はどのくらい、予算を聞いてはいけないんですかね、ここでは。 

いいですか。 

どのくらいの予算をかけられるんですか。 

○ 商工振興課長   

 平成１８年度から５年間の事業として考えておりまして、総額は約６億２,０００万円程度

になろうかと思います。 

○ 宮嶋委員   

 それから、先日、新聞で見たんですが、これは観光の方に入るんだと思うんですが、庄内の
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「まちの駅」という取り組みが載っておりましたけれども、それはここの係じゃないんですか。 

もしそういう何かノウハウがわかれば教えていただきたいんですが。 

○ 委員長   

 だれかわかる人。 

○ 庄内支所経済課長   

 質問の部分は、名称が「庄四季物」という直産物のことと思いますが。 

○ 宮嶋委員   

 それではなくて、ちょっと私きょう忘れてきたんですけど、庄内タクシーとか、いろんなと

ころでまちの駅という、旅立ちの駅とか、そういうのなんですけど。 

ここの担当じゃないんですかね。 

じゃ、またそれは後日でよろしいです。 

すみません。 

それでは、企業誘致のことですが、市長もトップセールスでというふうにして掲げてあります

けど、どこにどういう企業をというふうに、今わかっている分だけでいいんですが、教えてい

ただきたいと思います。 

○ 経済部長   

 企業誘致につきましては、トヨタ関連とか車関係の企業誘致を今行っております。 

それで、まだなかなか企業誘致につきましてはうまくいっておりません。 

それと言いますのも、旧飯塚市は団地を持ちませんでしたので、リサーチパークにつきまして

は研究開発型ということで別の業種になっておりますので、ただ今回合併しました関係で、先

ほど商工振興課長が答弁いたしましたように、旧頴田町に小藤、それから明治、県が造成いた

しました松尾工業団地というのがございます。 

ここを中心に誘致を行っております。 

これは県の方が松尾工業団地の方で先日、１１日に売買契約が成立いたしまして、後日、飯塚

市の方と進出協定を結ぶということで現在折衝中でございますが、広島に本社がございますヒ

ロホーという会社が、これは包装材というんですか、商品を包装するやつですね、自動車関連

の部品を包装する、その材料というんですか、包装材を製造する会社でございます。 

それと、現在いろいろ引き合いは来ております。 

ただ、今申しますように、団地がないということで、飯塚市内、もう既に売れている工業団地

でも空いているところがないかというようなことで、現在、企業誘致推進室３名で掘り起こし

ております。 

空いているところにつきましては、企業さんに売っていただくかどうか、貸していただくかど

うか、そういう情報をとりながら進出希望の企業と折衝しております。 

○ 宮嶋委員   

 産学連携についてですけれども、ちょっとどういうふうな成果が上がっているのか、それが

雇用とかにどういう形で貢献できているのかっていうのをお聞きします。 

○ 商工振興課長   

 産学連携の効果というふうなことでございますが、先ほどこの所管事項の中でも少し説明は

させていただきましたけれども、コールセンターの誘致にうちの方が成功いたしております。 

そういった中で、このコールセンターの人材養成を、国の制度でございますが、この地域再生

計画という認定を受けた中で取り組んでおりますが、そういった人材が、徐々にではございま

すが、出てきているという状況でございまして、この２社のコールセンターの従業員の人数で

ございますけれども、出てきて以来、１社は３００人弱でございますが、もう１社は６０人と

いうことで、大体もう４００に近い程度まで雇用が出てきているというふうな状況でございま

す。 
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○ 経済部長   

 あわせて、先ほどトライバレー構想という４つの観点から、人材育成、産学連携推進、ベン

チャー支援、それから企業誘致・案件創出という４つの柱からなるトライバレー構想を推進し

ておりますが、この中でベンチャー企業が、ビジョンを策定いたしました当初は３３社のベン

チャー企業が、現在５１社にふえております。 

産学連携室を中心に大学とのいろいろ交流を図りながら、人的ネットワークを活用しながら、

ベンチャー企業の育成を図っております。 

トライバレー構想の大もとは、もともと地場企業の活性化ということで、地場企業の技術の高

度化・活性化を図るためにビジョンを策定いたしておりますので、そういう中で産学連携室を

中心にトライバレー構想の推進を行っているところでございます。 

○ 委員長   

 ちょっと質疑の途中ですけど、１１時半まで休憩したいと思います。 

暫時休憩します。 

  休憩 １１：２２ 

  再開 １１：３４ 

  

 委員会を再開します。 

○ 宮嶋委員   

 それでは、農林課の方に移らせていただきます。 

１２ページの基本方針によると、農業人口の減少、先ほどの商業と一緒ですけれども、就業者

の高齢化ということが上げられています。 

現在、市内に専業農家が何戸あるのか、お答えください。 

○ 農林課長   

 旧市町別で説明いたします。 

旧飯塚市が２７戸、旧穂波町４４戸、旧筑穂町５９戸、旧庄内町２３戸、旧頴田町７戸。 

これにつきましては、認定農業者より拾い上げた数字でございます。 

○ 宮嶋委員   

 この合計１６０戸という数は本当少ないんじゃないかなという気がするんですが、この農業

所得者で課税対象者が１７年度中５３人ということで、これは毎年減少しているそうです。 

結局農業所得が減って税金を払わなくていいと、そういう人がふえていっているということら

しいです。 

農業は基幹産業ですし、食の安全を守る立場からも農業経営の安定は大切ですが、そのための

施策、そういうのはどういうものがありますか。 

○ 農業委員会事務局長   

 現在、国の方で担い手を中心とした農業の改革が行われております。 

担い手、それに集落営農、こういったことを中心に規模の拡大を図って農業の安定経営を行う

という方向に進んでおるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 商業とあわせて農業の振興にもぜひ力を尽くしていただきたいというふうに思います。 

１３ページの圃場（ほじょう）整備事業ですけれども、これの国、県、市、これのそれぞれの

負担率は幾らですか。 

○ 農林課長   

 箇所によってそれぞれ比率が異なりますので、今現在、資料を持ち合わせておりませんので、

ご了承いただきたいと思います。 

○ 宮嶋委員   
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 そういう意味では、地域によって違うということですけれども、国、県、市あわせると、大

部分がいわゆる税金じゃないかなというふうに思いますが、そういう認識でいいですか。 

○ 農林課長   

 ７５％ほどが国、県の補助金だと認識しております。 

○ 宮嶋委員   

 その７５％にあわせて市の負担補助金もあるんですよね。 

○ 農林課長   

 はい、市の負担と個人の負担もあります。 

○ 宮嶋委員   

 これだけ大変な事業、一つの事業でどのくらいの金額がかかるのかわかりませんけれども、

多額の税金を投入して整備した農地ですけれども、せっかく整備した農地を本来の目的以外に

使用していると、そういう例がありますか。 

○ 農林課長   

 御指摘のとおり、産廃で使ったり、いろんな方法で使っているところが見受けられると思い

ます。 

○ 宮嶋委員   

 今言われたように、旧穂波高田地域、私が知っているところでは高田地域で圃場整備が済ん

だところに大量の産廃が不法投棄されていると、こういうことです。 

当事者、それとか地元の農家の方、そういう方々から意見を、意見というか、そういういろん

な要望とか、そういうことを課として聞かれておりますでしょうか。 

○ 農林課長   

 先ほど農業委員会の方から説明がありましたように、用水への産廃水の流れ込み等により苦

情の申し出があっております。 

この問題に関しましては、総務課と環境整備課が取り扱っておりますので、農林課としまして

も農業排水路の関係で取り組んでおるところでございます。 

○ 宮嶋委員   

 本当大変な状況になって、大変な量のものが入って、これは何が入っているのかわからない

という状況で、これもまたアスベスト、こういうことも心配されてくると思います。 

農業をされている方にとっては、できた作物が商品になるかどうか、そういう心配もされてい

ると思うんですよね。 

そういう農地や山林の適正な使用、こういう観点から改善に向けた取り組みを直ちに始めてい

ただきたいと、ぜひ農林課でも積極的に始めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○ 農林課長   

 御指摘のとおり、調査をいたしまして対応策を考えていきたいと考えております。 

○ 宮嶋委員   

 ぜひ環境整備課、それから産廃の問題ですから福岡県も絡んでくると思います。 

こういうことを福岡県にも働きかけて、抜本的に、早急に改善を図っていただきたいというふ

うに思います。 

それから次に、農林課の関係の事業で同和対策関係の事業、どういうものがあるのか、施設と

か土木、そういうものについてお尋ねします。 

○ 農林課長   

 時限立法が平成１３年度で終息しておりますので、資料としましては平成１３年度までの分

しか持ち合わせておりませんけど、平成１３年度の分までで結構でしょうか。 

１３年度までの分について御説明申し上げます。 

庄内町におきましては、平成１３年度、農道整備ということで１,５００万円。 
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施設につきましては、筑穂町で平成１３年度に農機具保管庫をつくっております。 

○ 宮嶋委員   

 同和対策費でつくられたものはそれだけしかないんですか、今までというか。 

○ 農林課長   

 説明しおくれました。 

農機具保管庫以外に、共同作業所を頴田町、穂波町でつくっております。 

穂波において育苗センターもつくっております。 

○ 宮嶋委員   

 この建物とかに関しては、今後どういうふうなことで、もし建てかえとか、いろんなことも

出てくると思うんですが、管理とかいうのはどういうふうになっていきますか。 

○ 農林課長   

 おおむね地元の機械利用組合等に管理を委託していきたいと考えております。 

○ 宮嶋委員   

 もう市の予算を入れてどうのこうのということはないということですね。 

○ 農林課長   

 今後については、今からの検討課題と認識しております。 

○ 宮嶋委員   

 時間もあれですので、そういう施設、設備等の資料を後でいただきたいというふうに思いま

す。 

それから、１４ページの林道についてお尋ねしますけれども、林道の管理というのは年間を通

してどういう管理がされているのか、お尋ねします。 

○ 農林課長   

 舗装道路につきましては、舗装補修、それから草刈り、未舗装道路につきましては、砂利の

散布等の管理をしております。 

○ 宮嶋委員   

 林道で事故が、舗装っていうか、道路整備がきちっとできてなくて事故が起ったと、そうい

うのは何件かありますか、そういう事故とかの報告。 

○ 経済部長   

 旧飯塚市で昨年度１件あっております。 

○ 宮嶋委員   

 ぜひきちっと管理をしていただくようにということと、７・１９水害のときは林道も随分被

害が、大きな被害が出たと思うんですが、この梅雨の時期を前にして何か点検とか、そういう

予定はありますか。 

○ 農林課長   

 注意報、警報が出たときの対応、人員配備の対応を考えております。 

○ 宮嶋委員   

 注意報、警報が出る前に、梅雨の前に危険な箇所はないかどうか、そういう点検は予定され

てますか。 

○ 経済部長   

 御指摘のように、林道は整備箇所がちょっと悪いところもございますので、パトロールしな

がら事前に点検はしてまいりたいと考えております。 

○ 宮嶋委員   

 ぜひよろしくお願いします。 

高圧線の鉄塔とか、やっぱり人間が人為的に力を加えたところ、こういうところがやっぱり大

きく前回も崩れたんですよね。 
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だから、そういうふうな観点からしっかりした点検をお願いしたいと思います。 

最後に、農業委員会のことですけれども、農業委員会のいろんな手続が支所でできなくて、本

所に行かなくてはいけないというふうな住民の苦情を聞いたんですけれども、その辺の手続は

どういうふうにされるのか、仕組みをお願いいたします。 

○ 農業委員会事務局長   

 原則的に支所においても事務手続はできるようにいたしております。 

ただ、申請書、またその内部の資料等を支所から本所に送られた場合に、例えば間違っている

とか、書類が不備だとか、そういった場合にはまた申請者の方に御連絡をして来ていただくと

いうようなこともあるかと思いますが、原則的には支所でできるようにしております。 

○ 宮嶋委員   

 先ほどから言われてますように、高齢の方も多くて、本所までなかなか行くのは難しい、支

所でどうしてできないのかという声が上がっているんですよね。 

それは支所の方がきちっと間違いがないように点検すれば、本来は行かなくても、支所だけで

間に合うと、そういうことですね。 

○ 農業委員会事務局長   

 そのとおりでございます。 

○ 宮嶋委員   

 ぜひ、これ何度も手続に、やっぱり１回で済まなくて、いろんな何回か往復の書類提出とか、

そういうのがあるように聞いておりますのでね、一々本所の方まで行くのはもうとてもできな

いという声が上がっています。 

それで、ぜひ支所の方できちっとそういう教育なり、きちっとやって、御本人が本所まで出向

いてこなくてもいいような、そういう体制づくりをぜひお願いしたいというふうに思います。 

いいでしょうか。 

○ 農業委員会事務局長   

 委員言われますように、合併後、職員の研修もいたしておりますし、今後もそういうことを

踏まえまして研修をし、職員の資質向上を図りながら、そういった何度も出てきていただくと

いうようなことのないようにしていきたいと思っております。 

○ 委員長   

 いいですか。 

ほかにありませんか。 

○ 田中裕二委員   

 済みません、１点だけ確認をさせていただきたいんですが、資料の４ページでしたかね、

４ページの中小企業制度融資年度別資金別利用状況についてですが、融資の種類はいろいろ出

ておりますが、その中で事業資金、そして設備近代化資金、企業支援資金、商店街活性化資金、

この４つにつきまして融資の限度額、そして条件等を教えていただきたいと思います。 

○ 商工振興課長   

 長期事業資金ということで、使途は運転資金、設備資金でございますが、この限度額でござ

います、６００万円でございます。 

それから、高度化資金につきましては５,０００万でございます。 

それから、商業活性化資金、これは設備資金でございますが、１組合５,０００万円以内、

１企業は２,０００万円以内。 

以上でございます。 

○ 委員長   

 近代化資金。 

○ 商工振興課長   
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 済みません、どうも。 

事業資金でございますが、運転資金、設備資金として７００万円以内。 

それから、これ担保があるなしということで変わってくるんですけども、もしも担保がなけれ

ば、この７００万円が４５０万円以内というふうになっております。 

それから、無担保無保証人扱いの場合が、４５０万円以内というふうな状況でございます。 

それから、設備近代化資金、これについては、限度額１,０００万円以内ということです。 

それから、不況対策資金、これについては、７００万円以内というふうな状況でございます。 

○ 田中裕二委員   

 すみません。 

それとこの条件もお聞きしたんですけど、条件をあわせてお願いします。 

○ 商工振興課長   

 対象者ということで御説明をさせていただきます。 

事業資金につきましては、市内に事業所を有し、引き続き６カ月以上同一事業を営み、納期の

到来している市税を完納している企業が対象となります。 

また、先ほども無担保無保証人扱いというふうなことで申しましたが、このときには常時使用

する従業員が２０人、それから商業サービス業は５人、これ以下の中小業者で次の条件がある

ものというふうにまた条件がついております。 

一つが、市内に事業所を有し、引き続き１年以上同一事業を営んでいること。 

それから、市民税の所得割、法人では法人割があり、これを完納していること。 

それから、現在、保証協会の保証残高がないこと。 

このような条件がついております。 

それから、設備近代化資金につきましては、市内に事業所を有し、引き続き６カ月以上同一事

業を営み、納期の到来している市税を完納している企業というふうなことになっております。 

それから、企業支援資金でございますが、ソフトウエア業関連を含む企業で、飯塚市内におい

て起業する具体的な計画を有する者、または企業後、６カ月未満の者で二十歳以上の者という

ふうな条件がついております。 

○ 委員長   

 いいですか。 

○ 田中裕二委員   

 すみません。 

それ以外のところは、また担当課に行ってお聞きいたします。 

この表を見ましたら、申込件数と貸付件数の違いが出ておりますが、これは条件に合わなかっ

たというふうな認識でよろしいんでしょうか。 

○ 商工振興課長   

 そのとおりでございます。 

○ 委員長   

 ほかにございませんか。 

○ 合屋委員   

 一つだけいいですか。 

きょうの資料で１３ページです。 

私初めて見るこんな資料です。 

語句で、字句ですね。 

右下、米印は秘密保護上、数値を公表しないものとする。 

ねえ。 

何で飯塚市と穂波町と頴田町だけは下記のところで面積は公表してますけども、筑穂町と庄内
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町は公表しないのですか。 

○ 農林課長   

 説明いたします。 

統計上の数値でありまして、統計上の方でも秘密事項として取り扱っておりますので、そのま

ま表を添付しております。 

○ 合屋委員   

 いや、私は農協にしばらくいたからですね、農協の資料ではここは出てくるんです。 

やっぱりこういうとこと把握しとかないと、これ資料として適しないですよ、これは。 

○ 農林課長   

 私どもが統計調査から添付しましたので、今後、そういう資料もそろえましてから、今後に

おきましては精査の上、添付したいと思います。 

○ 合屋委員   

 私が言うのは、秘密保護って書いてあるから、何の秘密があるんだろうかと思うんです。 

○ 経済部長   

 この表につきましては、先ほどから農林課長が答弁いたしておりますように、農林統計事務

所の資料をそのまま添付させていただきましたので、そちらの方の資料がこのような書き方が

してあったもので、そのまま載せさせていただいておりますので、御理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

○ 委員長   

 合屋委員、いいですか。 

御理解。 

ほかにありませんか。 

（ な し ） 

○ 委員長   

 なければ、次に公営競技事業部についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 おはかりいたします。 

所管事務の調査について、本日の審査はこの程度にとどめ、５月２２日月曜日、午前１０時か

ら委員会を開き、現地調査を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

○ 委員長   

 ご異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 

お諮りいたします。 

執行部から案件に記載の７件について報告したい旨の申し出があっておりますが、報告を受け

ることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

○ 委員長   

 御異議なしと認めます。 

よって、報告を受けることに決定いたしました。 

「筑前いいづか雛のまつりについて」の報告を求めます。 

○ 商工振興課長   

 筑前いいづか雛のまつりについて、御報告いたします。 
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２月１１日土曜日から３月５日日曜日までの２３日間、イイヅカコミュニティセンターのメイ

ン会場と各商店街を中心に、筑前いいづか雛のまつりを実施いたしました。 

本年は、飯塚市歴史資料館や麻生大浦荘の特別展示に加え、雛装束を身にまとい商店街を練り

歩いた雛パレードも大変好評で、商工会議所の調べによりますと、昨年を上回る２９万

５,０００人の人出でにぎわっております。 

以上、報告を終わります。 

○ 委員長   

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 質疑を終結いたします。 

本件は報告事項でありますので、御了承願います。 

次に、「構造改革特区計画の追加認定について」の報告を求めます。 

○ 商工振興課長   

 構造改革特区計画の追加認定について御報告をいたします。 

３月３１日、内閣府から構造改革特区計画の第１０回変更認定を受けております。 

今回の変更認定では、講座修了生に対して、国家試験である情報処理技術者試験のうち、基礎

的な試験２種類について、一部の試験を免除することのできる講座開設が認められております。 

以上、報告を終わります。 

○ 委員長   

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 質疑を終結いたします。 

本件は報告事項でありますので、御了承願います。 

次に、「平成１７年度売上額及び入場者の状況について」、及び「平成１７年度収支状況につ

いて」、以上２件についての報告を求めます。 

○ 事業管理課長   

 それでは、報告事項でございます。 

平成１７年度売上額及び入場者の状況について御報告を申し上げます。 

先ほど御説明を申し上げました所管事務調査資料の６ページ、最後のページになりますけれど

も、その資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

平成１７年度のレースは３月２１日までの第１１回開催、これをもちまして全日程が終了いた

しました。 

通常開催では８８日間を開催し、下の方でございますけども、下から４段目のところに、通常

計という段がございます。 

それの横に売上額、平成１７年度の実績で１６１億５,８３１万１,４００円を計上しておりま

す。 

平成１６年度との実績を比較いたしますと、３６億３,５５９万２,８００円となりまして、

２９.０％の売上増となっております。 

これは、平成１７年度の場外発売委託場を延べ９８場から２２２場に増加させた関係で、売り

上げの増になっております。 

入場者につきましては、同じように下から４段目の通常の計の段で見ていただいたらわかると
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思うんですが、入場者数が平成１７年度実績で３４万１,３４８人となっております。 

平成１６年度との実績を比較いたしますと、１０万１,８２４人の減となっておりまして、

２３.０％の入場者減でございます。 

これは、通常開催を１６年度までは１１０日間実施しておりましたけれども、８８日間に変更

いたしまして、２２日開催日数を減じたのが主な理由でございます。 

続きまして、平成１７年度収支状況について御報告を申し上げます。 

平成１７年度収支状況は、本場開催につきましては、ＳＧ、グレードレースでございますけれ

ども、ＳＧ５日間、Ｇ１を１０日間、Ｇ２を１０日間、そして、一般の普通開催を６３日間、

これで合計８８日間開催いたしまして、入場料及び特別観覧席等の席料を含めまして約６億

４,２５９万円の赤字になっております。 

場外発売につきましては、通常開催を２４５日、リレーナイターを３３日で、約４億

７,６５９万円の収益が出ております。 

これを差し引きで事業収益を出しますと、約１億６,６００万円の赤字になっておりますけれ

ども、これには公営企業金融公庫納付金の還付金が約１億６,２００万円程度、それから、

オートレース活性化資金１,０００万円が収入として入ってまいります。 

したがいまして、これを加算しますと、現在のところ、約６００万円程度の黒字になる見込み

でございます。 

したがいまして、累積赤字も平成１６年度では約６億１,３００万円でございましたが、平成

１７年度末では、若干ではございますけれども、約６億７００万円に減る見込みでございます。 

以上で報告を終わります。 

○ 委員長   

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 質疑を終結いたします。 

本件２件はいずれも報告事項でありますので、御了承願います。 

次に、「ナイターオートレースの開催について」の報告を求めます。 

○ 事業管理課長   

 ナイターオートレースの開催について御報告申し上げます。 

昨年は飯塚で初めて８月のダイヤモンドレースをナイターで実施いたしました。 

本場での売り上げ及び入場者につきましては、天候に恵まれなかったのにもかかわらず、初め

てのナイターということで増加いたしました。 

今年度は、８月１９日から８月２３日までの５日間開催する同じＧ１第４９回ダイヤモンド

レース、及び９月２０日から９月２４日までの５日間開催するＳＧ第１０回オートレースグラ

ンプリにつきまして、自走式ナイター設備を利用いたしまして実施したいと考えております。 

今後とも真夏の風物詩として定着し、ファンに親しまれるナイターレースになりますよう努力

してまいりたいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

○ 委員長   

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 質疑を終結いたします。 
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本件は報告事項でありますので、御了承願います。 

次に、「飯塚市小型自動車競走事業・事業収支改善計画について」の報告を求めます。 

○ 事業管理課長   

 それでは、飯塚市小型自動車競走事業・事業収支改善計画について御説明を申し上げます。 

お手元に配付いたしております小型自動車競走法第１７条第２項の書類の提出した資料に基づ

きまして御説明をいたします。 

この収支改善計画につきましては、平成１８年第１回の飯塚市議会定例会におきまして議決を

得た後に、経済産業大臣に提出して、資料の最後のページになりますけれども、３月３１日付

で飯塚市小型自動車競走事業に関する交付金の特例について同意を受けたものでございます。 

御存じのとおり、飯塚オートレース事業につきましては、平成１４年度から単年度収支の赤字

が続いております。 

平成１４年度につきましては、基金の取り崩しにより対応してまいりましたが、平成１５年度

の約２億６,８００万円、平成１６年度約３億４,５００万円の合計約６億１,３００万円の累

積赤字に対しましては、繰り上げ充用で対応するとともに、平成１７年度からはオートレース

事業の大規模な構造改革が実施されまして、本場開催の大幅削減と、場外発売日数の増加、従

事員の出勤調整や賃金の削減及び発売窓口の縮小等、経費の節減に努めてまいりました。 

しかしながら、オートレース事業による収支はかなり改善されてまいりましたが、一定の成果

はあったものの、安定的な収益を上げるには至らず、オートレース事業を存続するためには、

収支の改善が緊急の課題であると考え、小型自動車競走法第１７条に基づきまして収支改善計

画を策定して、日本小型自動車振興会に対する１号交付金、２号交付金の交付期限を延長する

措置をとるものでございます。 

資料の２枚目でございますが、交付の期限を延長しようとする措置を講ずる期間といたし、こ

れを特例期間と記載しておりますが、平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの間

で、この特例期間において交付を延長しようとする交付金の額の見込みは１５億３００万円と

なっております。 

また、交付金の延長後の交付の期限は、平成３１年３月３１日までとなっており、平成２３年

度から８年間で延長した分の交付金を交付しようとするものでございます。 

続きまして、資料の４枚目をお願いいたしたいと思います。 

これからは事業収支改善計画になっておりますが、そのページの４ページをお願いいたしたい

と思います。 

ここには平成１８年度から平成２０年度までの特例期間における具体的な措置として、９項目

の改善事業を掲げております。 

以上で、簡単でございますが、説明を終わりたいと思います。 

○ 委員長   

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 質疑を終結いたします。 

本件は報告事項でありますので、御了承願います。 

次に、「飯塚オート活性化推進協議会について」の報告を求めます。 

○ 事業管理課長   

 飯塚オート活性化推進協議会につきまして御報告を申し上げます。 

このオートレース活性化推進協議会につきましては、同協議会規則に基づきまして設置された

ものでございまして、飯塚市が行う小型自動車競走事業の活性化及び経営の健全化の推進に関
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する調査、審議をすることを目的に、スポーツ新聞記者、ＣＳ放送解説者、選手会、社会福祉

協議会、競走会、飯塚市の８名の委員で構成されて、平成１８年３月３１日まで会議をもって

いただいたものでございます。 

これの提案によりまして、主なものといたしまして、ダイヤモンドレースでは、ソフトバンク

ホークス杯と銘打って、子供から大人まで楽しめるイベントコーナー等を設置して、各種ホー

クスグッズ及びレース関連の名前シール、携帯ストラップなどのグッズなどを販売いたしまし

た。 

それから、ファンの望むデータの提供では、晴れ、雨の連帯率やスタートタイミング及び直近

成績の競走タイムを掲載するなど、番組編成に工夫をいたしております。 

冬場におきましては、特別観覧席新館を無料開放したり、電話投票などの投票を若い人たちに

も親しまれるように増進を図ってまいっております。 

以上で、簡単でございますけれども、今後、いろいろ提案を受けておりますけれども、また検

討をして実施にしていきたいとは考えております。 

以上です。 

○ 委員長   

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

○ 委員長   

 質疑を終結いたします。 

本件は報告事項でありますので、御了承願います。 

本日の委員会はこれにて散会いたします。 

お疲れ様でした。 

 


